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令和４年１１月 加茂市長定例記者会見 

Ｒ４．１１．２（水） １０：００ 

 

 

１．ベビーファースト宣言について 

 

この度、新潟県及び県内全市町村で、ベビーファースト宣言をいたし

ました。 

この宣言は、公益社団法人日本青年会議所が提唱し全国で展開して

いる運動です。日本青年会議所では、自治体や企業がこれを宣言して具

体的なアクションを行うことで、各団体や個人が手を取り合って子ど

もを産み育てやすい社会を実現することを提唱しています。 

この宣言は、県は 7月に、全市町村は 10月 29日に行いました。 

加茂市は、宣言のキャッチフレーズとして、「こどもと家族に寄り添

い隊 笑顔あふれるまち 加茂」を掲げ、総合計画で掲げた市の将来像

を基本として、こどもと家族に寄り添う施策を展開することを宣言い

たしました。 

加茂市では、多くの子育て施策を行っていますが、市のホームページ

や各種事業においても、宣言の PR やこの赤ちゃんのマークを掲げて、

子育てしやすいまちに向けた施策を行っていきたいと思います。 

なお、子育て応援パスポート事業には、11月 1日現在で 27事業所か

ら協賛をいただいています。多くの皆さまからご協力をいただき、本当

にありがとうございます。引き続き協賛いただける事業所を募集して

いますので、加茂市が子育てにやさしいまちとして根付きますよう、ご

協力をお願いいたします。 
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２．生後 6ヶ月から 4歳の方の新型コロナウイルスワクチン接種に 

ついて 

 

生後 6ヶ月から 4歳までの方の新型コロナウイルスワクチン接種を、

国の方針に基づき、12 月 6 日から希望者を対象に、市内の小児科 2 医

院での個別接種により開始いたします。対象となる方には 11月下旬に

接種券を発送いたします。 

使用するワクチンはファイザー社製の乳幼児用ワクチンで接種回数

は 3回、接種間隔は 2回目の接種は 1回目の接種から 3週間後、3回目

の接種は 2 回目の接種から 8 週間後となります。予約の受付は 12 月 1

日から開始し、3回分の接種をまとめて予約していただくため、コール

センターへの電話のみで受付いたします。 

また、オミクロン型対応ワクチンの接種につきましては、国の方針に

より接種間隔が 3ヶ月に短縮されました。2回以上接種を完了し、前回

接種から 3ヶ月経過した 12歳以上の方には 10月 25日から順次接種券

を発送しています。 

接種券が届きましたら、ご自身のご都合にあわせてコールセンター

に電話するか、インターネット、健康福祉課の窓口で予約してください。 

また、65 歳以上で 5 回目の接種の方には、接種間隔を踏まえて接種

日時を指定した接種券を発送いたします。 

 

 

３．加茂市原油価格等高騰対策事業補助金 第 2弾について 

 

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

原油価格等の高騰の影響を受ける市内の中小企業等を引き続き支援す

るため、負担した燃料費等の高騰分に対して補助する「加茂市原油価格

等高騰対策事業補助金」の第 2弾を予定しています。 
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補助対象となる経費は、ガソリン、灯油、オートガスなどの燃料費と、

電気料金及びガス料金です。今回は、下限金額は設けず、上限金額は 100

万円となります。補助対象期間は、令和 4 年 7 月から 9 月までの 3 か

月間とし、前年同時期からの高騰分の 10分の 10の額を補助します。 

申請期間は 11月 22日から 12月 23日までの予定です。 

詳細な算出方法やご不明な点などは、市のホームページをご覧いた

だくか、商工観光課へお問い合わせください。 

なお、予算成立前のご案内のため、内容が変更になる場合がございま

すので、あらかじめご承知おきください。 

 

 

４．まちづくりワークショップ「かも MIRAIカフェ」 

第二部『結ぶカフェ』の開催について 

 

今年 6月より、これからの加茂をどんなまちにしたいか、それを実現

するにはどうしたらよいかを市民の皆さまと考え、話し合うためのワ

ークショップを開始し、第一部「語るカフェ」と題して、これまでに 3

回実施してきました。第一部のワークショップで実施した内容は市の

ホームページに掲載してありますので、ぜひご覧ください。 

私自身も、市長という立場ではなく一市民として参加し、皆さまと意

見を交わす中で、本当に多様な視点に基づく意見があり、新しい発見の

連続でした。同時に、共感しあえる想いが沢山あること、それを共有し、

考え続けることができれば、このまちをよりよく変えていけると感じ

ました。 

そこで、第一部で得られた気づき、共感する想いが重なったテーマの

中から 3 つを選び、テーマ毎にさらに深く踏み込んで考えるワークシ

ョップとして、第二部『結ぶカフェ』を 12月より合計 3回の予定で開

催いたします。 
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第二部のテーマは「若者の居場所づくり」「観光地域づくり」「まちな

かステイ」です。 

例えば、「若者の居場所づくり」では、メリア 3階をどう活用したら

行きたいと思えるか、実際に使う立場から意見を交わしてもらい、実証

実験の結果と合わせて今後の事業計画に反映していければと思います。 

ワークショップの概要や応募方法などは、広報かも 11月号、ホーム

ページや SNS、チラシやポスターにて広く周知いたしますので、もうし

ばらくお待ちください。 

ワークショップはテーマ毎に会場や対象が変わりますが、参加費は

全て無料です。沢山の想いが点から線、線から面、面から形となって結

ばれる、同時に参加者同士が縁で結ばれる、そんな場にできたらうれし

く思います。 

皆さまのお申し込みをお待ちしております。 

 

 

５．住民票等のコンビニ交付サービスの開始について 

 

加茂市では、11 月 1 日より、住民票等のコンビニ交付サービスを開

始いたしました。全国のコンビニエンスストア等に設置されているマ

ルチコピー機で、住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所

得証明書、課税証明書を、午前 6 時 30 分から午後 11 時まで取得する

ことができます。これにより、市役所窓口が開いていない時間帯や日曜

日、祝日でも、市役所まで行かずに住民票等を取得することができます。

手数料は市役所窓口での取得は 1 通 300 円のところを 1 通 200 円とし

ています。 

コンビニ交付サービスのご利用には、マイナンバーカードが必要と

なります。皆さまの利便性の向上となり、窓口の混雑解消に繋がります

ので、これを機会にマイナンバーカードの取得をご検討くださいます
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ようお願いいたします。 

 

 

６．加茂まちづくりフォーラムの開催について 

 

少子高齢化や人口減少などにより、まちなかの賑わいが課題とされ

る昨今、市内外の団体やグループ、大学などで加茂市を元気づけるため

の動きが活発化しつつあります。また、市民の中にもまちづくりに対す

る意見やアイディアをお持ちの方が多くいらっしゃいます。 

こうした中、加茂市では産官学連携による賑わいのあるまちを目指

すため「ウォーカブルなまちづくり」を進めることとし、産官学の様々

な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を

描く未来ビジョンの策定に取り掛かろうとしています。 

賑わいのあるまちの実現のためには、市民の皆さまが主体性を持っ

て自ら課題を見つけ、自分ごととして考え、行動することが不可欠です。

そしてそれぞれの団体やグループが独立して活動を進めるのではなく、

市内外の幅広い関係者が相互に連携しながら、共通したまちづくりの

ビジョンに向けて継続的に活動することが必要です。 

そこで、その第一歩として、11月 26日土曜日午後 3時より、加茂市

産業センターにおいて、加茂商工会議所主催、加茂市・新潟経営大学の

共催で「加茂まちづくりフォーラム」を開催します。 

今回のフォーラムは地域の課題に取り組まれている学生の方々から

の提案と、それを受けての産官学代表者によるパネルディスカッショ

ンを予定しております。提案を発表していただくのは、新潟大学、新潟

経営大学、明治大学の学生です。明治大学は、昨年加茂市で開催された

公共政策フォーラムにおいて、すばらしい研究報告により日本公共政

策学会会長賞を受賞されました。 

学生の方々の提案が、市民の皆さまが加茂市のまちづくりを改めて
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考える上での触媒になることを期待するとともに、活発な議論を通じ

て相互理解を深め、継続的な共創のプロセス作りに繋がる出会いの場

としたいと考えております。 

参加には事前の予約が必要となりますが、予約方法などの詳細につ

きましては、決まり次第、加茂商工会議所や市のホームページなどでお

知らせいたします。多くの皆様の参加をお待ちしております。 

 




